
記入日 令和  年  月  日 

企業名             

労働関係法令等チェックリスト 

 

No 項 目 質       問 回答欄 備 考 

1 労働条件の明示 

○労働契約を締結する際、賃金･労働時間その他労働条件を書面で明示していますか。 

○また、パートタイム労働者には、昇給・賞与・退職金の有無、相談窓口を明示した書面を

交付していますか。 

  

2 

就 業 規 則 

○常時 10 人以上の従業員を使用する使用者に該当する場合、就業規則を作成し、所轄

労働基準監督署長に届け出ていますか。 
  

3 
○就業規則を作成・変更する場合、従業員の過半数で組織する労働組合又は従業員の過

半数代表者の意見を聴いていますか。 
  

4 休 憩 時 間 
○1日の労働時間が 6時間を超える場合は 45分、8時間を超える場合は 1時間の休憩時

間を付与していますか。 
  

5 

年次有給休暇 

○6 か月間継続勤務し、全労働日の 8割以上を出勤した従業員に 10労働日(所定労働日

数が満たないアルバイト労働者等の場合は、法令で定める比例付与日数）の有給休暇

を与えていますか。 

  

6 
○年 10 日以上有給休暇の権利がある従業員について、年 5 日以上の有給休暇の取得を

義務づけていますか。 
  

7 
○従業員に対し、有給休暇を継続勤務年数 1年ごとに、1労働日（3年 6か月以後は 2労

働日）を加算し、総日数が 20日に達するまで与えていますか。 
  

8 〇従業員の年次有給休暇管理簿を作成し、取得状況を管理把握していますか。   

9 
〇年次有給休暇が 10日以上付与される従業員が付与日から 1年以内に 5日以上取得し

ていますか。 
  

10 

時間外・休日労働 

○法定労働時間を超える時間外労働・法定休日に休日労働を行わせる場合、労働基準法

第 36 条に基づく書面協定(通称「36 協定」)を労使で締結し、所轄労働基準監督署長に

届け出ていますか。 

  

11 
○月 45時間 年 360時間という時間外労働の上限を超えるときは特別条項付 36協定を締

結し届出していますか。 
  

12 

○法定労働時間を超える時間外労働を行わせ、①1 か月の法定時間外労働が 60 時間以

下の場合、25％以上の率で計算した割増賃金、②1 か月の法定時間外労働が 60 時間

を超える場合 50％以上の率で計算した割増賃金、深夜労働（原則午後 10 時～午前 5

時）を行わせた場合、25％以上の率で計算した割増賃金、法定休日に休日労働を行わ

せた場合、35％以上の率で計算した割増賃金を支払っていますか。 

  

13 〇36協定を超える時間外・休日労働が行われていませんか。   

14 

賃       金 

○賃金は従業員へ直接、全額を通貨で（従業員の同意を得て、従業員の指定口座へ振り

込む場合を除く）毎月１回以上、一定期日を定めて支払っていますか。 
  

15 

○税金、社会保険料等、法定控除が認められているものを除き、賃金の一部を控除する場

合、賃金控除に関する書面協定を従業員の過半数で組織する労働組合又は従業員の

過半数代表者と締結していますか。 

  

16 
○適用される最低賃金（地域別最低賃金・産業別最低賃金）額以上の賃金を支払っていま

すか。 
  

17 

退            職 

○定年退職制、自己都合退職の手続等を設けている場合、その手続等を就業規則に定め

ていますか。 
  

18 

○従業員が退職を申し出た場合、就業規則で定める期間、就業規則で期間を定めていな

い場合には、2 週間を経過することで労働契約を解除していますか。（完全月給制の場

合は民法 627条 2項、年俸制の場合は民法 627条 3項が適用されるが、期間の定めの

ある労働契約は、原則として、契約期間の満了まで退職できない。合意退職（合意解約）

の場合は退職日を 14日以内に設定することも可能。） 

  

19 

○有期労働契約（その期間が１年を超えるものに限る）を締結した労働者（５年までの契約

が認められる場合を除く）は、労働契約の期間の初日から 1 年を経過した日以後におい

ては、使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができますか。 

  

20 
○従業員が退職の際、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の

事由について証明書の交付を請求した場合、遅滞なく交付していますか。 
  

【記入上のご注意】 
・回答欄には、「はい」の場合は「○」、「いいえ」の場合は「✕」、該当しない場合は「－」を記入してください。 
・No.57、58→常時雇用する従業員数が 101人以上の場合、記入してください。100人以下の場合、「－」を記入。 
・№.59→常時雇用する従業員数が 300人超の場合、記入してください。300人以下の場合、「－」を記入 
・上記以外で､｢〇｣又は｢－｣が入力できない場合は､別紙(様式任意)にその理由を記載して提出してください。 



No 項 目 質       問 回答欄 備 考 

21 

解           雇 

○やむを得ず解雇を行う場合、少なくとも 30日前にその予告を行うか、予告を行わない場合

には平均賃金の 30日分以上の解雇予告手当を支払っていますか。（客観的に合理的な

理由を欠き、社会通念上相当と認められない解雇を除く。） 

  

22 
○試の使用期間中の従業員であっても、雇用期間が 14日を超える場合は上記同様の解雇

手続を行っていますか。 
  

23 

○業務上の傷病による療養のための休業期間とその後 30日間、産前産後の休業期間とそ

の後の 30日間に解雇を行っていませんか 

○国籍、信条、社会的身分を理由とする解雇、労働者が監督署へ申告したことを理由とする

解雇、労働者の性別を理由とする解雇、女性が婚姻、妊娠、出産、産前産後休業を取得

したことを理由とする解雇、育児休業、介護休業を理由とする解雇、パートタイム労働者で

あることを理由とする解雇、公益通報をしたことを理由とする解雇を行っていませんか。 

  

24 

産前・産後休暇 

○6週間（多胎妊娠の場合は 14週間）以内に出産予定の女性が休業を請求した場合、その

者の休業を認めていますか。 

  

25 ○妊娠中の女性が請求した場合、他の軽易な作業に転換させていますか。   

26 
○産後 8 週間以内の女性を休業させていますか。（産後 6 週間を経た女性が請求し、医師

が支障ないと認めた業務に就業させた場合を除く。） 
  

27 子の看護等休暇 

○小学校３年生修了までの子を養育する従業員から病気・けがをした子の看護のため、予防

接種や健康診断の受診のため、感染症に伴う学級閉鎖等に伴う子の世話のため、又は子

の入園、卒園若しくは入学の式典その他これに準ずる式典の参加のために休暇を取得す

る申し出があった場合、子が 1人であれば年 5日、2人以上であれば年 10日の 1時間単

位の看護休暇を認めていますか。  

  

28 育  児 時 間 
○1歳未満の子どもを育てる女性から請求があった場合、休憩時間以外に、1日 2回各々少

なくとも 30分の育児時間を与えていますか。 
  

29 

育  児  休  業 

○育児休業は、従業員が申出し、子が 1歳に達するまで（保育園に入園できない等、一定の

場合は子が 1歳 6か月に達するまで、さらに再延長の場合は 2歳に達するまで）の間、養

育のために休業できる制度です。また、父母ともに取得する等、一定の要件を満たした場

合は 1 歳 2 か月に達するまで取得が可能です。申出があった場合、原則として使用者は

拒むことができません。従業員が申し出た場合、育児休業を認めていますか。 

産後パパ育休（子の出生後 8 週間以内に４週間の範囲で取得できる育児休業）と育児休

業双方の制度について 2回の分割取得を認めていますか。 

  

30 
〇従業員本人またはその配偶者の妊娠・出産等を申し出た従業員に対して、個別に育児休

業制度等の周知と休業取得の意向確認をしていますか。 
  

31 

〇育児休業と産後パパ育休を取得しやすい雇用環境の整備の措置を講じていますか。 

①研修の実施、②相談窓口の設置、③事例の収集・提供、④育休制度及び取得促進に

関する方針の周知 

  

32 
○育児休業を取得・申出したことを理由に、従業員に対して配置転換の強要、減俸など、

「不利益な取り扱い」をしていませんか。 
  

33 
勤務時間の短縮等

の措置（育児関係） 

○3 歳未満の子を養育する従業員が希望すれば利用できる短時間勤務制度（1 日 6 時間）

を設けていますか。上記の実施が困難な場合の代替措置として、育児休業に関する制度

に準ずる措置、始業時刻の変更等、テレワークを講じていますか。  

  

34 

柔軟な働き方を実現

するための措置 

（育児関係） 

○３歳から小学校入学までの子を養育する従業員に対して、以下の５つの措置の中から２つ

以上の措置を選択して講じていますか。 

①始業時刻等の変更、②テレワーク等（10日以上/月）、③保育施設の設置運営等、 

④養育両立支援休暇の付与(10日以上/年)、⑤短時間勤務制度  

  

35 

介  護  休  業 

○介護休業は、従業員が申出し、要介護状態にある対象家族を介護するために対象家族 

１人あたり通算 93 日間まで、３回を上限として介護休業を分割して取得できる制度です。

申出があった場合、使用者は原則として拒むことができません。従業員が申し出た場合、

介護休業を認めていますか。  

  

36 
〇介護に直面した旨を申し出た従業員に対して、個別に介護休業制度等の周知と介護休業

の取得・介護両立支援制度等の利用の意向確認をしていますか。 
  

37 

〇介護休業と介護両立支援制度等を取得しやすい雇用環境の整備について、以下のいず

れかの措置を講じていますか。 

①研修の実施、②相談窓口の設置、③事例の収集・提供、④利用促進に関する方針の周知 

  

38 
○介護休業を取得・申出したことを理由に、従業員に対して配置転換の強要、減俸など、

「不利益な取り扱い」をしていませんか。 
  



No 項 目 質       問 回答欄 備 考 

39 介  護  休  暇 

○要介護状態の対象家族を介護するために休暇を取得する申し出があった場合、対象家族

が 1人であれば年 5日、2人以上であれば年 10日、1時間単位の介護休暇を与えていま

すか。  

  

40 
勤務時間の短縮等

の措置(介護関係) 

○要介護状態にある対象家族を介護する従業員について、就業しつつ対象家族の介護を

行うことを容易にする措置として、介護休業とは別に、利用開始から 3年の間で 2回以上

の勤務時間短縮等の措置を設けていますか。 

  

41 
育児・介護のための

所定外労働の免除 

○小学校入学までの子を養育する従業員又は要介護状態にある対象家族を介護する従業

員から申出があった場合、所定外労働を免除していますか。 

  

42 

パート・有期雇用労

働者の正社員への

転換推進 

○パート・有期雇用労働者に対し、①正社員の募集内容を周知する、②正社員のポストを社

内公募する場合、応募機会を与える、③正社員へ転換するための試験制度を導入する

等、正社員への転換を推進するための措置をとっていますか。  

  

43 

パート・有期雇用労

働者の均等待遇 

○パート・有期雇用労働者について、職務の内容や人材活用の仕組み、運用などが正社員

と同じ場合、賃金、教育訓練、福利厚生などあらゆる待遇について、同様の取扱いとして

いますか。 

  

44 

〇パート・有期雇用労働者の待遇について、職務の内容や人材活用の仕組み、運用、その

他の事情のうち、その待遇の性質及び目的に照らして不合理な相違を設けていません

か。                

  

45 無期雇用への転換 
○有期労働契約が 5 年を超えた従業員からの申出により、有期から無期労働契約に転換す

る制度がありますか。 
  

46 

安  全  衛  生 

○常時使用する従業員を雇い入れるときは、医師による健康診断を行っていますか。   

47 ○1年以内に 1回、常時使用する従業員に対し定期的な医師の健康診断を行っていますか。   

48 
○従業員 50 人以上の事業所においては、ストレスチェック(従業員に対して行う心理的な負
担の程度を把握するための検査)及び医師による面談指導を行っていますか。 

  

49 

ハ ラ ス メ ン ト 
防 止 対 策 

○就業規則等においてどのようなものをハラスメントとするか具体的に決めていますか。   

50 ○就業規則等においてハラスメントを行った者に対しての処分を決めていますか。   

51 ○ハラスメント相談窓口や相談担当者、連絡先を決めていますか。   

52 
○研修などを通じて、ハラスメントを行ってはならないことや、就業規則等で規定するハラスメ
ントの内容、行為者への処分、相談窓口や担当者を全労働者に周知していますか。   

53 

社 会 保 険 等 

○業種、規模等を問わず、従業員を 1 人でも雇った場合は雇用保険及び労災保険へ強制
加入となります。法の規定による各種届出等を行っていますか。 

  

54 
○健康保険と厚生年金は、法人事業所、及び個人事業所のうち従業員が 5 人以上の事業
所は加入する義務を負い（飲食業・サービス業・農林漁業等を除く）、加入は 1 事業所ごと
に行う必要があります。健康保険及び厚生年金の法定手続を行っていますか。 

  

55 不当労働行為等 
○労働組合員及び労働組合に対する不利益取扱、団体交渉拒否、支配・介入を行う等の不

当労働行為を行っていませんか（労働組合がある企業）。 
        

56 その他法令違反等 

○その他労働関係法令に関し、チェックリスト記入時より過去３年に遡り重大な違反がないこ

と及びその他の法令上又は社会通念上、重大な問題(労災による死亡事故等)を起こして

いませんか。          

  

 

※常時雇用する従業員数が 101人以上の場合 
 

No 項   目 質       問 回答欄 備 考 

57 次世代育成 

○次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し労働局に届出をして

いますか。 
  

○2025 年４月１日以降に開始又は変更する行動計画において、「男性の育児休業等取得

率」及び「労働時間の状況（フルタイム労働者の各月の時間外・休日労働時間数等）」に関

する状況把握・数値目標の設定を行っていますか。 

  

58 女 性 活 躍 

○女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し労働局に届出をしていますか。   

○2026 年４月１日以降、「男女の賃金の差異」及び「女性管理職比率」の把握・情報公表を

行っていますか（女性活躍推進法の有効期限は 2036年３月末まで延長）。 
  

 

 

※企業の従業員数が 300人超の場合 

No 項   目 質       問 回答欄 備 考 

59 
公表義務適用拡大 

（育児関係） 

○男性の「育児休業等の取得率」または「育児休業等と育児目的休暇の取得率」を公表して

いますか。 
  



 

 


